
 
 

  

 １ 

仕  様  書 

 

１．件名 

解析モデル作成ソフトウェアの保守契約更新  

 

２．保守の概要 

産業技術総合研究所ナノ材料研究部門（以下、「産総研」という。）では、接

着技術の開発を実施している。高度な耐久性をもつ種々の形状での接着が求め

られており、強度耐久性の評価にシミュレーションを取り入れている。この解

析に用いる有限要素モデルを作成するための「解析モデル作成装置」（資産番号

22AB5168）のうち解析モデル作成ソフトウェア HyperWorks（Altair Engineering 

Ltd.製）を使用していくにあたって、本保守契約を締結する必要がある。 

 

３．保守対象物 

・品名 Hyperworks 

・製造メーカ名 Altair Engineering Ltd. 

・製品コード AU-ME-STD-MNT 

・取得年月(元取得 2018/02/09（新構造材料技術研究組合）、譲渡 2023/03/01

（産総研）) 

 

４．保守内容 

 4-1.保守契約の期間等 

(1)保守契約期間：2025 年 4 月 1 日～2026 年 3 月 31 日 

(2)保守を行う時間帯：祝祭日および請負者の定休日を除く、月曜日から金

曜日の日本時間午前 9時 30 分から午後 6時 

 4-2.納入場所 

茨城県つくば市並木 1-2-1 

国立研究開発法人産業技術総合研究所 ナノ材料研究部門 

つくばセンター中央事業所東地区 4A 棟 2209 室 

4-3.保守項目及び内容 

保守項目とその内容は以下のとおり。 

(1) 技術サポート 



 
 

  

 ２ 

(2) バージョンアップや修正 

(3) バージョンアップがあった場合には、ダウンロードやインストールの

指示 

（4）不具合時の対応：保守対象物に不具合が発生した場合、調達請求者か   

らの連絡により、速やかに応急処置等の助言・指示を行うこと。範囲

外の場合は、調達請求者に連絡するとともに、調達担当者に申し出て

協議を行うこと。 

 

５．特記事項 

・サプライチェーン・リスクに対応するため、別紙に記載する事項に従って契

約を履行しなければならない。 

 

６．納入物品 

・保守期間を保証するファイルあるいは情報（紙や電子情報かは問わない） 

一式 

 

７．納入の完了 

「６．納入物品」に記載された納入物品が過不足なく納入され、仕様書を満

たしていることを確認して、納入の完了とする。 

 

８．納入期限 

 ２０２５年４月１６日 

 

９．付帯事項 

 ・本仕様書の技術的内容及び知り得た情報に関しては、守秘義務を負うもの

とする。 

 ・本仕様書の技術的内容に関する質問等については、調達請求者と協議する  

こと。また、本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、調達担当者

と協議のうえ決定する。 
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サプライチェーン・リスク対応に係る特記事項 

 

１．サプライチェーン・リスクへの対応  

受注者は、機器等の意図的な不正改造及び情報システム又はソフトウェアに不正なプログラムを埋め込

むなど、国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下、「産総研」という。）の意図しない変更が加えられた

ときに生じ得る情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等の情報セキュリテ

ィ上のリスク（以下「サプライチェーン・リスク」という。）に対応するため、受注者は「IT 調達に係る国の物品

等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」（平成 30 年 12 月 10 日関係省庁申合せ）に基

づく対応を図らねばならない。 

  

２．意図しない変更に対する対策 

①受注者は、本業務の履行に際して、サプライチェーン・リスクが潜在すると知り、又は知り得るべきソース

コード、プログラム等（以下「ソースコード等」という。）の埋込み又は組込みその他産総研担当者の意図し

ない変更を行ってはならない。  

②受注者は、本業務の履行に際して、サプライチェーン・リスクが潜在すると知り、又は知り得るべきソース

コード等の埋込み又は組込みその他産総研担当者の意図しない変更が行われないように相応の注意を

もって管理しなければならない。  

③受注者は、本業務の履行に際して、情報の窃取等により研究所の業務を妨害しようとする第三者から不

当な影響を受けるおそれのある者が開発、設計又は製作したソースコード等（受注者がその存在を認知し、

かつ、サプライチェーン・リスクが潜在すると知り、又は知り得るべきものに限り、主要国において広く普遍

的に受け入れられているものを除く。）を直接又は間接に導入し、又は組み込む場合には、これによって

サプライチェーン・リスクを有意に増大しないことを調査、試験その他の任意の方法により確認又は判定

するものとする。  

  

３．サプライチェーン・リスクにかかる調査の受入れ体制 

①受注者は、本業務に産総研担当者の意図しない変更が行われるなど不正が見つかったときは、追跡調

査や立入検査等、産総研と連携して原因を調査し、サプライチェーン・リスクを排除するための手順及び

体制を整備し、当該手順及び体制を示した書面を産総研担当者に提出しなければならない。  

 

４．サプライチェーン・リスクを低減するための対策 

①受注者は、サプライチェーン・リスクを低減する対策として、本業務の設計、構築、運用・保守の各工程に

おける不正行為の有無について定期的または必要に応じて監査を行う体制を整備するとともに、本業務

により産総研に納入する納入物品に対して意図しない変更が行われるリスクを回避するための試験を行

わなければならない。当該試験の項目は、情報セキュリティ技術の趨勢、対象の情報システムの特性等

を踏まえ、受注者において適切に設定するものとする。 

②機器の納入であり、かつ、設計、構築、運用・保守の各工程が存在しない場合は、４．①の対応は不要。 
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５．受注者の業務責任者等 

①受注者は、本業務の履行に従事する業務責任者及び業務従事者（契約社員、派遣社員等の雇用形態を

問わず、本業務の履行に従事する全ての従業員をいう。以下同じ。）を必要最低限の範囲に限るものとす

る。 

②機器納入であり、かつ、設計、構築、運用・保守の各工程が存在しない場合は、５．①の対応は不要。 

 

６．再委託 

6.1 本業務の第三者への委託の制限 

受注者は、産総研の許可なく、本業務の一部又は全部を第三者（再委託先）に請け負わせてはならな

い。ただし、6.2 に定める事項を遵守する場合はこの限りではない。 

6.2 第三者への委託に係る要件 

①受注者は、本業務の一部又は全部を第三者に再委託するときは、再委託先の事業者名、住所、再

委託対象とする業務の範囲、再委託する必要性について記載した承認申請書を、委託元である産総

研に提出し、書面による事前承認を受けなければならない。 

②受注者は、本業務の一部又は全部を第三者に再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者

の行為について、全ての責任を負わなければならない。 

③受注者は、知的財産権、情報セキュリティ（機密保持を含む。）及びガバナンス等に関して、本仕様書

が定める受注者の責務を再委託先も負うよう、必要な処置を実施し、その内容について委託元であ

る産総研の承認を得なければならない。 

④受注者は、受注者がこの仕様書の定めを遵守するために必要な事項について本仕様書を準用して、

再委託者と約定しなければならない。 

⑤受注者は、前号に掲げる情報の提供に加えて、再委託先において本委託事業に関わる要員の所属、

専門性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）、実績及び国籍についての情報を委託元である

産総研へ提出すること。  

⑥受注者は、再委託先において、産総研の意図しない変更が加えられないための管理体制について

委託元である産総研に報告し、許可又は確認（立入調査）を得ること。 

 

７．その他  

①提出された資料等により産総研担当者に報告された内容について、サプライチェーン・リスクが懸念され、

これを低減するための措置を講じる必要があると認められる場合に、調達担当者は受注者に是正を求め

ることがあり、受注者は相当の理由があると認められるときを除きこれに応じなければならない。 

②産総研は、受注者の責めに帰すべき事由により、本情報システムに産総研担当者の意図しない変更が

行われるなど不正が見つかった場合は、契約条項に定める契約の解除及び違約金の規定を適用し、本

業務契約の全部又は一部を解除することができる。   
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